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第１章 保存活用計画の目的と対象 
 

 

１－１．計画の目的 

 

水郷柳河は、近代日本を代表する詩人北原白秋の作品の源泉となった水景であり、風致景観が優秀

であることから、平成 27（2015）年３月 10 日に名勝に指定された。指定地は、旧柳川城下町に広がる

掘割・北原白秋生家・白秋作品に描かれた神社境内・並倉からなる。 

城下町の掘割はかつて荒廃し暗渠化も検討されたが、官民挙げての取組みにより再生を果たした。

また、白秋生家・三柱神社も社会環境の変化及び災害等による課題を克服し、現在まで継承されてい

る。掘割を守り育てる取組みは、農業・景観・観光等の多分野にわたるものであると同時に、掘割の持

つ機能・観賞美、都市の中のアメニティ等の様々な役割を多面的に支えるものであり、行政・地域団

体・地住民等の様々な主体がそれぞれの役割を果たし、相互に連携しつつ行うものである。本計画は、

そのような取組み・施策を文化財保護の分野から定めようとするものであり、名勝に指定されている

ことから観賞対象としての観点を特に重視して保存・活用の施策を定めるものである。 

名勝水郷柳河の指定地は、いずれも市民の手により守られ、それぞれが柳川市の象徴の一つとなり、

名勝指定の背景となったものである。一方で、それらはいずれも市民生活と深く多様な関わりを持っ

ている。したがって、名勝指定地における行為規制・管理行為、将来にわたる復旧（修理）・修景・活

用の施策について、基本的かつ具体的な方針・方法を定め、それらを市民の間で広く共有することが望

まれる。 

今後は、名勝水郷柳河の保存・活用を通じ、「水と人とまちが輝く」まちづくりを展望することが重

要である。そのため、名勝の本質的価値と構成要素を明確化し、名勝の保存を円滑化するための方針・

方法を示すとともに、地域づくりに資するための名勝の活用の方針・方法を示すことを目的として、名

勝水郷柳河保存活用計画（以下「計画」又は「本計画」という）を策定する。 
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１－２．計画策定の経緯 

	

（１）検討体制 

計画の策定にあたっては、名勝の保存・活用に関する方針・方法への助言を求めるために、「柳川市

名勝水郷柳河保存活用計画策定委員会」（以下「策定委員会」という）を設置し、２か年にわたり多面

的な検討・審議を行った。 

策定委員会の委員は、建築・土木・造園・文学の学識経験者をはじめ、市民団体会長、関係地区の行

政区長会長、柳川市の代表者に委嘱した。事務局は、文化庁及び福岡県教育庁の指導の下に、柳川市教

育委員会教育部生涯学習課が担当した。 

	

①関係機関との情報共有体制 

本計画の策定にあたっては、計画に定めた事

項を実際に進めていくプロセス自体が重要であ

るため、柳川市の関係部局をはじめ、関係機関、

市民・事業者・関係団体等の様々な主体が相互

に関わりあいながら検討を進めた。とりわけ学

識経験者・地元関係者・行政関係者からなる調

査・審議機関として策定委員会を設置し、市民

参加プログラムの実施による市民意見の収集等

を行うとともに、庁内・関係機関・文化庁・福

岡県等とも情報を共有しつつ、より多角的な視

点をもった計画となるよう議論を深めた。 

 

②庁内における連携 

計画に定めた事項を円滑に実施していくためには、文化財の担当だけでなく、構成要素の管理施策

及び周辺での各種施策を担当している柳川市関係部局の協力が不可欠である。また、名勝水郷柳河を

地域の教育・生涯学習、観光等の様々な分野

の施策に活用していくため、関係部局の係長

級の会議である「庁内ワーキング会議」を実

施し、以下のとおり横断的な連携に努めた。 

平成 29 年度（2017）には、名勝水郷柳河の

現状・課題及び策定委員会における指摘事項

等を共有し、今後の検討に向けての意見を収

集するために、庁内ワーキング会議を開催し

た。 

平成 30 年度（2018）には、名勝水郷柳河の

保存・整備・活用に関する具体的事項を検討

するために、策定委員会と庁内ワーキング会

議を交互に開催することにより、緊密な情報

共有及び検討に努めた。  

図 1-1 庁内外における情報共有体制 

図 1-2 庁内外における連携イメージ 



 

3 

 

③策定委員会委員組織 

策定委員会の委員・オブザーバー・事務局は、以下に示すとおりである。 

 

【策定委員会委員】 

 氏名 所属 専門 

委員長 菊地 成朋 学識経験者 九州大学大学院人間環境学研究院教授 住居計画学 

副委員長 田中 尚人 学識経験者 熊本大学政策創造研究教育センター准教授 

柳川市景観審議会委員 

土木計画学 

成松 宏 

酒見 勇次 

行政 

行政 

柳川市副市長（H30.3.31 まで） 

柳川市副市長（H30.4.1 から） 

行政 

行政 

委員 松岡 高弘 学識経験者 有明工業高等専門学校創造工学科教授 建築史 

横尾 文子 学識経験者 佐賀女子短期大学名誉教授 比較文学 

本中 眞 学識経験者 前内閣官房内閣参事官 

元文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 

造園学 

 

立花 民雄 市民団体 水の会会長 水環境 

下川 稔雄 

渡邊 正博 

行政区 

行政区 

柳河地区行政区長会長（H30.3.31 まで） 

柳河地区行政区長会長（H30.4.1 から） 

曙町行政区長 

横山町行政区長 

中川 辰藏 行政区 城内地区行政区長会長 本町南行政区長 

金子 準 行政区 矢留地区行政区長会長 札の辻行政区長 

	

【オブザーバー】 

 氏名 所属 

１ 青木 達司 文化庁 文化庁文化財部記念物課文化財調査官（H30.9.30 まで） 

文化庁文化財第二課名勝部門文化財調査官（H30.10.1 から） 

２ 正田 実知彦 

松本 将一郎 

福岡県 

福岡県 

福岡県教育庁総務部文化財保護課（H30.3.31 まで） 

福岡県教育庁教育総務部文化財保護課（H30.4.1 から） 

	

【事務局】 

 氏名 所属 

１ 日髙 良 

沖 毅 

柳川市 

柳川市 

柳川市教育委員会教育長（H30.3.31 まで） 

柳川市教育委員会教育長（H30.4.1 から） 

２ 田尻 主範 柳川市 柳川市教育委員会教育部長 

３ 袖崎 朋洋 柳川市 柳川市教育委員会教育部生涯学習課長 

４ 堤 英幸 

本吉 尊 

柳川市 

柳川市 

柳川市教育委員会教育部生涯学習補佐兼文化財保護係長（H30.3.31 まで） 

柳川市教育委員会教育部生涯学習補佐兼文化財保護係長（H30.4.1 から） 

５ 堤 伴治 柳川市 柳川市教育委員会教育部生涯学習課文化財保護係 

６ 橋本 清美 柳川市 柳川市教育委員会教育部生涯学習課文化財保護係 

（敬称略）	
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（２）策定委員会の開催経過 

策定委員会の開催経過及び各回における議事は、以下に示すとおりである。 

 

■第 1 回策定委員会開催概要 

	

■第２回策定委員会開催概要 

	

■第３回策定委員会開催概要 

	

■第４回策定委員会開催概要 

 

■第５回策定委員会開催概要 

	

日 時  平成 29 年（2017）９月 22 日（金）10 時～12 時 

【協議内容】 

（１）事業の目的・概要・組織・スケジュール 

（２）名勝の本質的価値の把握及び構成要素の整理 

（３）調査計画 

日 時  平成 30 年（2018）６月 29 日（金）10 時～12 時 

【協議内容】 

（１）名勝の価値 

（２）構成要素の整理 

（３）現状と課題 

日 時  平成 30 年（2018）10 月３日（水）14 時～16 時半 

【協議内容】 

（１）基本理念、方針 

（２）保存管理 

日 時  平成 31 年（2019）１月 28 日（月）14 時～16 時半 

【協議内容】 

（１）活用 

（２）整備 

（３）運営及び体制 

（４）今後の方向性 

日 時  平成 31 年（2019）２月 28 日（木）14 時～16 時半 

【協議内容】 

（１）パブリックコメント等の報告 

（２）計画内容の承認 
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（３）市民参加の取組みの概要と経過 

名勝水郷柳河の指定地である掘割・神社は、築造時から現在に至るまで、柳川の人々の生活を支え、

人々に手入れされることにより引き継がれてきた。計画策定においては、今後の保存・活用の重要な担

い手となる地域住民への周知を図るとともに、名勝水郷柳河の本質的価値や将来像を共に考え、幅広

い意見を取り入れながら、より実情に即した計画とするために市民参加プログラム及びワークショッ

プを開催した。 

スタートアップとして市民参加プログラムを実施したのち、地域の自治会・水環境の保全等に取り

組む団体等へのヒアリングを通し、今後の名勝水郷柳河のあり方について市民と共に検討を深めた。

以下に実施概要を示す。 

 

■市民参加プログラム 

	

	

	

	

	

 

■市民ヒアリング 

 

	

	

	

	

	 	

日 時  平成 30 年（2018）６月 24 日（日） 

テーマ：『市民がつくる「新・水の構図」』 

 ・まち歩き、写真撮影 

 ・「新・水の構圖」巨大マップづくり 

日 時  平成 30 年（2018）12 月 16 日（日） 

テーマ：『水郷柳河の将来像を描く』 

 ・水郷柳河の将来像 

 ・将来像の実現に向けてできること 
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１－３．計画の対象 

 

（１）計画の対象 

本計画は、主として文化財保護法に基づき名勝に指定されている区域を対象とする。ただし、図 1-3

に示す「追加指定を目指す区域」については、今後、追加指定に必要な調査研究及び現状把握を行う。 

また、計画の後半では、保存施策とともに実行していくべき活用施策について述べるが、それらの対

象は計画対象と一体となって風致景観を形づくる周辺にまで波及するものである。その場合の対象の

考え方については、本節（２）において述べる。 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
図 1-3 名勝指定地 

	 	

名勝『水郷柳河（すいきょうやながわ）』 

■指定日：平成 27 年（2015）３月 10 日 

■指定地：福岡県柳川市沖端町 55 番地 1 外 125 筆地等、184,291.88 ㎡ 

主に「柳河」「城内（御家中）」「沖端」の範囲内の河川、水路及び 4 件の施設

（北原白秋生家、並倉、三柱神社、沖端水天宮） 


